
       

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定

通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
九
号 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項 

並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条 

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指

定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び

に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
広
島
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 

 
 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉 

 

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項 

 

の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同 

 

法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
を 

 

い
う
。
次
条
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。 

 

）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登 

 

録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と 

 

し
て
特
定
行
為
業
務
（
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第 

 

一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
次
条 

 

及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場 

 

合 

３
―
８ 

（
略
） 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉 

 

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の 

登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に 

お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法 

附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
を
い 

う
。
次
条
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録 

を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し 

て
特
定
行
為
業
務
（
同
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び 

第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

 

３
―
８ 

（
略
） 



 
第
七
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉 

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項 

の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み 

を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受 

け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特 

定
行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３
―
８ 

（
略
） 

 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（ 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七 

条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に 

限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定 

行
為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該 

登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環 

と
し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３
―
８ 

（
略
） 

 

 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉 

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の 

登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に 

お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み
を 

必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け 

た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定 

行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３
―
８ 

（
略
） 

 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（ 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条 

第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限 

る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行 

為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登 

録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と 

し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３
―
８ 

（
略
） 

 

 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指

定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び

に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
広
島
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 

 
 

附 

則 
 

１
―
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入

所
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指

定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

規
定
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る

基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
同

条
例
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す

る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
五
条
及
び

附 

則 
 

１
―
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入

所
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指

定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

規
定
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る

基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
同

条
例
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す

る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
五
条
及
び



第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並

び
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
条
に
規
定
す
る
指
定

障
害
者
支
援
施
設
に
関
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
同
条
例
第
六
条
及
び
第
十 

条
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
は
、 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
五
条
及 

び
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月 

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並

び
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
条
に
規
定
す
る
指
定

障
害
者
支
援
施
設
に
関
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
同
条
例
第
六
条
及
び
第
十 

条
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
は
、 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
五
条
及 

び
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
三
月 

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


